
文化振興課

文化振興担当

2887

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B17
アーツカウンシル設置運営事業費 総務費 県民費 文化振興費 総合文化行政推進費

埼玉県文化芸術振興基本条例第１７条 宣言項目 06 次代を担う人財育成 4

分野施策 061349 文化芸術の振興 4-7

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源

決定額 0 0 △4,150

前年額 4,150 4,150

令和 3年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

事 業
期 間

令和 2年度～ 根 拠
法 令

SDGsｺﾞｰﾙ

令和 7年度 SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

　県内の文化芸術の一層の振興を図るため、（公財）埼
玉県芸術文化振興財団内に文化芸術の専門人材による組
織「アーツカウンシル」を設置し、文化芸術活動を支援
する。

（１）アーツカウンシル設置運営事業　21,750千円

（１）事業内容
　　　アーツカウンシル設置運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,750千円
　　　　県内の文化芸術の一層の振興を図るため、（公財）埼玉県芸術文化振興財団内に専門人材による文化芸術活動の
　　　　支援組織「アーツカウンシル」を設置・運営するために補助する。　　　

（２）事業計画
　　　専門人材の配置、アーツカウンシルの起ち上げ・運営
　　　市町村の文化施設等職員に向けたキックオフイベントの実施
　　　文化資源等の調査研究
　　　文化活動に関する相談・評価・提案の実施

（３）事業効果
　　ア　文化芸術に関する充分な知見をもって事業や施策の評価・妥当性を確認できる。
　　イ　施策形成に文化芸術の専門的な知見を生かせる。
　　ウ　ウィズコロナ、アフターコロナの文化芸術の活性化が図れる。
　　エ　調査に基づく提案・支援によりアーティスト・文化団体の連携体制が作られ、県民の主体的な文化活動の活性化
　　　につながる。

（４）県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況
　　　アーティストや文化芸術団体のほか、文化芸術を活用したい企業・病院・学校・団体等との連携　（国1/2・県1/2）

　9,500千円×1.1人＝10,450千円

前年との
対比

― 県民生活部 B17 ―
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